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民需：54％、防需：46％ 

我が国航空機産業の歩み 

日本航空宇宙工業会「日本の航空宇宙工業」より作成 



世界の防衛産業の売上額の状況 世界の航空機・防衛産業の再編 

出典：有価証券報告書、軍事研究２００７．９月号 



ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 747 
（400-500席） 
CF6(GE) 
PW4000(P&W) 
RB211(RR) 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 777  
（300-370席） 
日本分担比率：２１％ 
GE90(GE) 
PW4000(P&W) 
Trent800(RR) 

ｴｱﾊﾞｽ A380 
（500-650席） 
GP7000(ｴﾝｼﾞﾝｱﾗｲｱﾝｽ) 
Trent900(RR) 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 767 
（180-250席） 
日本分担比率：１５％ 

Ｖ２５００エンジン 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ 
日本分担比率：２３％ 

ＧＥｎｘ 

ゼネラルエレクトリック社 

日本分担比率：１５％ 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 737 
（130-190席） 
CFM56(CFM) 

ｴｱﾊﾞｽ A320 
ｼﾘｰｽﾞ 
（110-190席）
CFM56(CFM) 
V2500(IAE) 

ﾎﾞﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ CRJ700/900 
（70-90席） CF34-8(GE) 

ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ ERJ170/190 
（70-110席）  
CF34-8,-10E(GE) 

COMAC ARJ21 
  （80-100席） 
CF34-10A(GE) 

ｴｱﾊﾞｽA350 
（270-350席） 
TrentXWB(RR) 

ｴｱﾊﾞｽ A330 
（220-300席） 
CF6(GE) 
PW4000(P&W) 
Trent700(RR) 

CF6(GE)、 PW4000(P&W)、
Trent700(RR) 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 777後継機 

Ｔｒｅｎｔ１０００ 

ロールスロイス社 

日本分担比率：１５％ 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 747-8 
GEnx(ｾﾞﾈﾗﾙｴﾚｸﾄﾘｯｸ社） 

GE90 
ゼネラルエレクトリック社 

       ＣＦ３４－８ 

       ＣＦ３４－１０ 

       ｾﾞﾈﾗﾙｴﾚｸﾄﾘｯｸ社 

       日本分担比率：30％ 

 

ｽﾎｰｲ Superjet 100 
（80-100席） 
SaM146(Power Jet) 

ＭＲＪ／Cシリーズ用
PW1000Gエンジン 

三菱航空機 
ＭＲＪ（70-90席） 
PW1000G(P&W) 

Irukut MS-21 
（150席-212席） 
PW1000G(P&W) 

COMAC C919 
（156-168席） 
LeapX 
 (CFM International) 

ﾎﾞﾝﾊﾞﾙﾃﾞｨｱ Cシリーズ 
PW1000G(P&W) 

PW1100G-JM 
(P&W、JAEC、MTU) 
日本分担比率：２３％ 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ787 
（210-250席） 
日本分担比率：３５％ 
Trent1000(RR) 
GEnx(GE) 

ｴｱﾊﾞｽ A320neo 
PW1100G-JM(P&W、JAEC、MTU) 
Leap-X(CFM) 

ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 737MAX 
Leap-1B(CFM) 

世界の民間機市場 

日本航空機開発協会「民間航空機関連データ集」より作成 

http://airlineworld.files.wordpress.com/2007/09/ssj_100_01.jpg
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/EVENT_LEAF/20051020/109881/?SS=imgview&FD=1073278374


出典：Boeing’s New Vision and Manufacturing Standardization 

ボーイング７８７の製造分担について 



航空機製造事業法の概要 

航空機 

事業の許可【法第2条の２】 

方法の認可
【法第６条】 

引き渡し 

航空機用機器 

製造の事業を行おうとする者 

特定機器 
その他 

の機器 

航空機 

航空機用機器 

修理の事業を行おうとする者 

特定機器 
その他 

の機器 

自家 

修理 

事業の届出【法第３条】 

方法の認可【法第11条】 

●特定設備が省令で定める生産技術上の基準に適合 

    すること 

●許可をすることにより、当該航空機又は特定機器 

    の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと 

●その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び 

    技術的能力があること 

許
可
基
準 

方法の認可
【法第9条】 

方法の認可【法第14条】 

製造確認
【法第８条】 

製造証明【法第12条】 
 修理確認
【法第10条】 

適用除外 



航空法 

航空機製造事業法 
型式毎の 

適切な 

製造・修理 

【法第１０条第４項】 

民間機について、 

機体・型式毎に、 

製造・修理の安全性等を確認 

防衛省機・民間機等について、 

事業者毎・事業区分毎に、 

技術水準等を確認 

【法第２条の５】 

○航空機製造事業法は、防衛省機・民間機等について、製造及び修理の生産技術の 

  向上を図る観点から、事業者毎・事業区分毎に技術水準の確認等を実施。 

○航空法は、航空機の運航に関する安全確保等の観点から、民間機の各機体につ 

    いて、耐空性能に関する検査や修理改造検査等を実施するとともに、その簡略化 

  のための手段として、型式毎に型式証明や事業場認定を実施。 

○民間機に対する製造・修理の一部については、両法がそれぞれの別の観点から規 

    制。 

航空機製造事業法と航空法の適用関係について 



１．航空運送事業者及び航空機使用事業者の自家修理 

 （１）航空運送事業者・・・・他人の需要に応じて航空機を使用し、 

                 有償で旅客又は貨物を運送する事業 

                  を行う者 

 

 （２）航空機使用事業者・・他人の需要に応じて航空機を使用し、 

                 有償で旅客又は貨物の運送以外の事 

                 業を行う者 

 
２．これに準ずるもの 

    新聞社等の自家修理 

 
３．軽微な修理 

     複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整 

航空機製造事業法の適用除外の対象について （第2条の２） 

○航空法の規制 

○自家使用の機体 

 ①航空運送事業者の分社子会社である場合 

かつ 

 ②航空法に基づく事業場認定を取得している場合 

かつ 

 ③親会社から航空機や装備品の整備を受託する場合 

○特定設備の不使用 



航空機部品の品質管理体制の改善に向けた対応の例 
【参考】 


